
三朝町告示第82号

平成29年第４回三朝町議会定例会を次のとおり招集する。

平成29年８月30日

三朝町長 吉 田 秀 光

１ 期 日 平成29年９月７日 午前10時

２ 場 所 三朝町議会議場

○開会日に応招した議員

石 田 恭 二 吉 田 道 明

池 田 雅 俊 能 見 貞 明

中 信 貴美代 山 口 博

清 水 成 眞 藤 井 克 孝

平 井 満 博 山 田 道 治

牧 田 武 文 福 田 茂 樹

○応招しなかった議員

な し
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第４回 三 朝 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日）

平成29年９月７日（木曜日）

議事日程

平成29年９月７日 午前10時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

報告第７号 法人の経営状況について

報告第８号 財政の健全化判断比率等について

報告第９号 議会の委任による専決処分の報告について（三朝町営住宅の設置及び管

理に関する条例の一部改正）

例月出納検査の結果報告について

議員派遣について

日程第４ 行政報告

日程第５ 陳情の委員会付託

陳情第６号 受動喫煙防止条例の制定に関する陳情

陳情第７号 「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関する陳情

陳情第８号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるための、

2018年度政府予算に係る意見書採択を求める陳情

日程第６ 議案第58号 平成29年度三朝町一般会計補正予算（第２号）

日程第７ 議案第59号 平成29年度三朝町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

日程第８ 議案第60号 平成29年度三朝町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

日程第９ 議案第61号 平成29年度三朝町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第10 議案第62号 平成29年度三朝町水道事業会計補正予算（第２号）

日程第11 議案第63号 平成28年度三朝町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第12 議案第64号 平成28年度三朝町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第13 議案第65号 平成28年度三朝町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て
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日程第14 議案第66号 平成28年度三朝町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第15 議案第67号 平成28年度三朝町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第16 議案第68号 平成28年度三朝町温泉配湯事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第17 議案第69号 平成28年度三朝町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第18 議案第70号 平成28年度三朝町集落排水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第19 議案第71号 平成28年度三朝町分譲宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第20 議案第72号 平成28年度三朝町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第21 議案第73号 平成28年度三朝町水道事業会計決算の認定について

日程第22 議案第74号 平成28年度三朝町国民宿舎事業会計決算の認定について

日程第23 議案第75号 三朝町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正につ

いて

日程第24 議案第76号 三朝町介護保険条例の一部改正について

日程第25 議案第77号 三朝町過疎地域自立促進計画の一部変更について

日程第26 議案第78号 損害賠償に係る和解について

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

報告第７号 法人の経営状況について

報告第８号 財政の健全化判断比率等について

報告第９号 議会の委任による専決処分の報告について（三朝町営住宅の設置及び管

理に関する条例の一部改正）

例月出納検査の結果報告について

議員派遣について

日程第４ 行政報告

日程第５ 陳情の委員会付託

陳情第６号 受動喫煙防止条例の制定に関する陳情

陳情第７号 「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関する陳情

陳情第８号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるための、
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2018年度政府予算に係る意見書採択を求める陳情

日程第６ 議案第58号 平成29年度三朝町一般会計補正予算（第２号）

日程第７ 議案第59号 平成29年度三朝町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

日程第８ 議案第60号 平成29年度三朝町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

日程第９ 議案第61号 平成29年度三朝町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第10 議案第62号 平成29年度三朝町水道事業会計補正予算（第２号）

日程第11 議案第63号 平成28年度三朝町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第12 議案第64号 平成28年度三朝町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第13 議案第65号 平成28年度三朝町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第14 議案第66号 平成28年度三朝町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第15 議案第67号 平成28年度三朝町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第16 議案第68号 平成28年度三朝町温泉配湯事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第17 議案第69号 平成28年度三朝町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第18 議案第70号 平成28年度三朝町集落排水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第19 議案第71号 平成28年度三朝町分譲宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第20 議案第72号 平成28年度三朝町財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第21 議案第73号 平成28年度三朝町水道事業会計決算の認定について

日程第22 議案第74号 平成28年度三朝町国民宿舎事業会計決算の認定について

日程第23 議案第75号 三朝町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正につ

いて

日程第24 議案第76号 三朝町介護保険条例の一部改正について

日程第25 議案第77号 三朝町過疎地域自立促進計画の一部変更について

日程第26 議案第78号 損害賠償に係る和解について

出席議員（12名）

１番 石 田 恭 二 ２番 吉 田 道 明

３番 池 田 雅 俊 ４番 能 見 貞 明

５番 中 信 貴美代 ６番 山 口 博

７番 清 水 成 眞 ８番 藤 井 克 孝
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９番 平 井 満 博 10番 山 田 道 治

11番 牧 田 武 文 12番 福 田 茂 樹

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 山 根 猛 昭 副主幹 小 椋 智 子

説明のため出席した者の職氏名

町長 吉 田 秀 光 副町長 米 原 英 章

教育長 西 田 寛 司 総務課長 青 木 大 雄

会計管理者 片 岡 里 美 危機管理課長 佐々木 敦 宏

財務課長 赤 坂 英 樹 町民税務課長 山 中 恵 子

子育て健康課長 新 寛 福祉課長 大 村 真優美

農林課長 小 椋 泰 志 企画観光課長 椎 名 克 秀

建設水道課長 早 苗 睦 巳 建設水道課参事 河 村 明 浩

教育総務課長 藤 井 和 正 社会教育課長 松 原 照 宗

文化ホール館長 吉 田 弘 幸 社会教育課参事 馬 野 真由美

農業委員会事務局長 大 村 哲 也 代表監査委員 石 原 伸 二

午前１０時０２分開会

○議長（福田 茂樹君） ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、

これより平成２９年第４回三朝町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

本日届け出のあった欠席者は、議員、当局ともございません。

以上、報告いたします。

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。

・ ・
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日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（福田 茂樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員の指名は、会議規則第１１８条の規定により、１０番、山田道治議員、１１番、

牧田武文議員を指名いたします。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（福田 茂樹君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から２０日までの１４日間といたしたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（福田 茂樹君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、本日から２０日までの１４日

間と決定いたしました。

１４日間の日程につきましては、お手元にお配りしている日程予定表のとおりといたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（福田 茂樹君） 御異議なしと認めます。よって、１４日間の日程は、日程予定表のとお

りと決定いたしました。

・ ・

日程第３ 諸般の報告

○議長（福田 茂樹君） 日程第３、諸般の報告を行います。

報告第７号、法人の経営状況について、報告第８号、財政の健全化判断比率等について、報告

第９号、議会の委任による専決処分の報告について（三朝町営住宅の設置及び管理に関する条例

の一部改正）、町長から報告を求めます。

吉田町長。

○町長（吉田 秀光君） 報告案件について申し上げます。

報告第７号、法人の経営状況について申し上げます。この報告は、町出資の法人であります有

限会社グリーンサービスについて、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、平成２８

年度における決算の状況並びに平成２９年度の事業計画及び予算について、本議会に報告するも

のでございます。

報告第８号、財政の健全化判断比率等について申し上げます。この報告は、地方公共団体の財
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政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づく平成２８年度の決算による健全化判断比率

及び同法第２２条第１項の規定に基づく平成２８年度の決算による公営企業の資金不足比率の状

況を本議会に報告するものでございます。

報告第９号、三朝町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について申し上げます。こ

の報告は、公営住宅法が改正されたことに伴い、条例において引用する関係政省令の根拠条文が

改められたことに基づき条例の一部を改正したもので、地方自治法第１８０条第２項の規定によ

り本議会に報告するものでございます。よろしく御理解を賜りたいと存じます。

○議長（福田 茂樹君） 例月出納検査の結果報告について、監査委員から平成２９年５月分、６

月分及び７月分の報告書が提出されておりますので閲覧願います。

次に、議員派遣について、お手元に配付している資料のとおり派遣しましたので報告します。

・ ・

日程第４ 行政報告

○議長（福田 茂樹君） 日程第４、行政報告を行います。

吉田町長。

○町長（吉田 秀光君） 行政報告を申し上げます。

初めに、去る７月２３日に逝去されました、本町の第３代町長、故安田真一郎さんに対しまし

て謹んで哀悼の意を表し、御生前の御功労に対し感謝の誠をささげます。

安田さんは、昭和２２年に旧竹田村に収入役として奉職された後、昭和２８年に誕生した三朝

町におきましては助役等の要職を歴任され、産声を上げたばかりの三朝町の基盤づくりに奔走さ

れました。昭和６０年に町長に就任されると、以降、３期１２年にわたり、卓越したリーダーシ

ップを発揮されながら、行財政改革はもとより、観光と農業の連携による産業の活性化や森林・

林業の生産基盤の整備、フランスとの国際交流事業の立ち上げなど、町政全般にわたり多くの功

績を残されました。町民から発せられるさまざまな声に対し丁寧に耳を傾けられ、穏やかな言葉

の中にも強い意志をにじませながらまちづくりに取り組まれる安田さんのお姿を思い出しますと、

万感胸に迫るものがございます。ここに改めて御生前の御功労をたたえ、感謝の気持ちを込めな

がら御冥福をお祈りいたします。

次に、ラジウムの恩恵とキュリー夫人の遺徳に感謝する第６１回キュリー祭式典を、８月４日

に町総合文化ホールで開催いたしました。

ことしの式典には在日フランス大使館のジャン・クリストフ・オフレ科学技術参事官を初め、

田中正朗文部科学省研究開発局長など、町内外から約１００名の来賓の皆様に御出席いただき、
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キュリー祭の開催や、本町とフランス国との友好の歴史をたたえる御祝辞を賜りました。また、

キュリー祭イベントにつきましても、７月３０日をメーンに８月５日までの１週間、毎晩花火が

上がるなど、温泉街は多くの観光客や町民の皆さんでにぎわいました。今後も、半世紀を超える

キュリー祭の歴史とその意義を大切にし、末永く続けていかなければならないと考えております。

次に、これまで互いの行政課題の克服に向けた交流を深めてまいりました滋賀県多賀町と、今

後の両町の発展と自治の確立を図ることを目的に、８月２３日、多賀大社におきまして、両町議

会議員の皆様の立ち会いのもと、友好都市盟約を締結いたしました。このたびの友好都市盟約の

締結を契機に、両町がより緊密な関係を築き、それぞれの魅力を存分に発揮していくことなど、

ともにこれまで以上に発展していくことができるよう努めていかなければならないと思います。

次に、本町の赤梨の穂木が輸出されたことがきっかけとなり、交流促進協定を締結している台

湾台中市石岡区の中学生訪問団２５名が、７月１日から４日までの日程で本町を訪れ、三朝中学

校の生徒と交流を深めました。

三朝中学校と石岡国民中学校との交流は、昨年度、両校の間で姉妹校の協定が締結されており、

２年目となることしは昨年に引き続き訪問団の相互派遣が行われ、７月２６日には三朝中学校訪

問団１６名が石岡区を訪れております。ことしは、新たな取り組みとして数学と理科の科目につ

いて両校の先生による合同授業がそれぞれの中学校で行われたほか、栄養教諭による食育の推進

をテーマとする意見交換もされるなど、従来の生徒同士の交流に加えまして、教職員も参加して、

学校を挙げた取り組みとなってまいりました。豊かな国際感覚を備えた視野の広い子供たちを育

てていくため、今後とも国際交流事業を積極的に展開してまいりたいと考えております。

最後に、町内における熊の目撃や、その対応の状況について御報告いたします。

今年度に入ってから町内一円で熊の目撃や痕跡の情報が１２件を数え、例年に比べて多くなっ

ております。町では、その都度、住民などへ防災無線等を通じて注意喚起を行っております。８

月８日には林道南三朝線加谷地内の山中において熊が錯誤捕獲されました。イノシシのわなに誤

ってかかったものですが、今回は幸い人の生活ゾーンからかなり離れた場所でありましたので、

鳥取県と協議し、発信器を取りつけて放獣いたしました。今後とも熊による被害防止に向け、引

き続き鳥取県や警察署、猟友会倉吉支部など関係機関と連携し、町民の安全確保に向け対応して

いきたいと考えております。

以上、行政報告とさせていただきます。

・ ・

日程第５ 陳情の委員会付託
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○議長（福田 茂樹君） 日程第５、陳情の委員会付託を行います。

陳情第６号、受動喫煙防止条例の制定に関する陳情、陳情第８号、教職員定数改善と義務教育

費国庫負担制度２分の１復元をはかるための、２０１８年度政府予算に係る意見書採択を求める

陳情、この２件の陳情は、総務教育常任委員会に付託いたします。

陳情第７号、「全国森林環境税の創設に関する意見書採択」に関する陳情、この陳情は、産業

民生常任委員会に付託いたします。

・ ・

日程第６ 議案第５８号 から 日程第２６ 議案第７８号

○議長（福田 茂樹君） お諮りいたします。議事の進行上、この際、日程を変更して、日程第６

から日程第２６までの２１件の議案を一括議題といたしたいと思います。これに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（福田 茂樹君） 御異議なしと認めます。よって、この際、日程を変更して、日程第６か

ら日程第２６まで、すなわち議案第５８号から議案第７８号までの２１件の議案を一括議題とい

たします。

町長から提案理由の説明を求めます。

吉田町長。

○町長（吉田 秀光君） 今期定例会に提案いたしました平成２９年度の補正予算案、平成２８年

度の決算の認定等、２１件の諸議案につきましてその概要を御説明申し上げ、御理解を賜りたい

と存じます。

議案第５８号、平成２９年度三朝町一般会計補正予算（第２号）について、主な概要を申し上

げます。

初めに、総務関係費でございます。台湾台中市主催のイベント、台中市温泉祭に参加するとと

もに、石岡区役所及び石岡国民中学校を表敬訪問すること等により、交流促進協定を締結してお

ります石岡区との交流促進を図っていくこととしております。また、社会保障・税番号制度につ

いて、必要なシステムの改修等に取り組み、制度の運用に万全を期してまいりたいと思います。

そのほか、集落公民館建設等補助金や建築物耐震診断改修費補助金等について、集落要望等によ

り必要な調整を行うこととしております。

また、農林業関係費においては、鳥取中央農協が行う倉吉梨選果場の梨箱の製函・封函ライン

の増設について、関係自治体と協議して支援することとし、町内梨農家の出荷体制の充実を図っ
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ていくこととしております。

次に、商工関係費でございます。三朝温泉旅館協同組合が実施する元気な三朝温泉発信事業に

ついて、鳥取県とともに支援することにより、昨年の鳥取県中部地震による風評被害からの回復

を確実なものにしてまいりたいと考えております。

次に、土木関係費においては、町道の計画的な修繕により町道の長寿命化を図るため、町道舗

装修繕計画を策定することとしたほか、台風５号による道路等各種施設の応急修繕等について必

要な措置を講じることにより、町民の生活の安定を図ることとしております。

以上が今回の補正の主な内容でございますが、これらの財源については、国・県補助金等の調

整を行うこととしております。

また、普通交付税の交付決定等に伴って生じた一般財源の一部について、公債費償還の後年度

の負担を考慮し減債基金に積み立てを行うこととし、今期補正予算では、歳入歳出それぞれ４

８７万０００円を追加し、補正後の予算の総額を４９億８３７万０００円とするものでござ

います。

議案第５９号、平成２９年度三朝町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、共同事業拠出金の実績見込み等により所要の調整を行ったほか、平成２８年度に交付を受

けました国庫支出金等の額が確定し返還金が生じましたので、所要の額を措置したものでござい

ます。また、歳入において、国民健康保険税等の収入見込み等による所要の調整を行おうとする

ものでございます。

議案第６０号、平成２９年度三朝町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につきましては、

平成２８年度に交付を受けました国庫支出金等の額が確定し返還金が生じましたので、繰越金等

とあわせて所要の調整を行ったものでございます。

議案第６１号、平成２９年度三朝町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につきましては、

久原地区の簡易水道改良事業の実績見込みにより所要の額を増額し、適切な維持管理に努めよう

とするものでございます。

議案第６２号、平成２９年度三朝町水道事業会計補正予算（第２号）につきましては、安定的

な飲料水の供給を図るため、懸案となっております水源調査について新たに実施することとし、

必要な措置を講じるものでございます。

議案第６３号から議案第７４号までの１２件の議案につきましては、平成２８年度の三朝町の

各会計の決算について、それぞれ関係法の規定に基づき、町の監査委員の審査を受けましたので、

その意見を付して本議会の認定に付するものでございます。
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なお、これらの決算の認定につきまして、平成２８年度に取り組みました各種事務事業等の実

施状況とその成果を別途決算説明資料においても説明しておりますので、あわせてごらんいただ

き、御理解を賜りたいと存じます。

議案第７５号、三朝町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正につきま

しては、指定管理者の候補者の選定の特例について、公募によらない場合の基準等の明確化を図

るため、本町の条例について所要の改正を行うものでございます。

議案第７６号、三朝町介護保険条例の一部改正につきましては、地域包括ケアシステムの強化

のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、過料の規定の対象者について所要の

改正を行うものでございます。

議案第７７号、三朝町過疎地域自立促進計画の一部変更につきましては、調理センター整備事

業を追加することに伴い、計画書の一部変更を行うものでございます。

議案第７８号、損害賠償に係る和解につきましては、昨年度の町による除雪作業中に、路外へ

押し出された雪によって建築物を損壊させたものについて、地方自治法第９６条第１項の規定に

より、本議会の議決を求めるものでございます。

以上、今期定例会に提案いたしました議案について、その概要を御説明申し上げました。よろ

しく御審議の上、可決賜りますようお願いいたします。

○議長（福田 茂樹君） ただいま議題となっております平成２８年度三朝町一般会計歳入歳出決

算、各会計の決算及び平成２８年度財政健全化について、この際、監査委員から決算審査の意見

を求めることといたします。

石原伸二代表監査委員。

○代表監査委員（石原 伸二君） 監査報告を申し上げます。

平成２８年度の一般会計及び特別会計並びに公営企業会計の決算の審査につきましては、別途

審査意見書で述べておりますとおり、歳入歳出決算書とそれに附帯する関係調書などの計数は、

関係書類と照合した結果、誤りのないものと認められます。

概要について申し上げます。

初めに、一般会計について申し上げます。平成２８年度の決算は、前年度と比較して、歳入で

はおよそ９億円、歳出ではおよそ１０億円と、それぞれ大幅な減額となっております。この要因

は、前年度の２つの大型事業完了によるものでございます。

歳入及び歳出の特徴的なことを少し申し上げます。昨年の鳥取県中部地震により既存の事業が

中止・繰り越しなどとなり、また、地震対応事業が多く発生し、その事業は全課に及び、繰り越
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し事業件数も例年の倍以上となっております。

歳入におきましては、基幹的収入であります町税と地方交付税において、前年度よりわずかな

がらそれぞれ増額となっております。国庫支出金では教育費国庫補助金が大きく伸び、寄附金で

は鳥取県中部地震に伴う寄附金が寄せられ、ふるさと応援寄附金は前年度より約 ３倍となって

おります。繰入金におきましては、鳥取県中部地震対応などとして基金から繰り入れられており

ます。なお、町債におきましては、前年度より約１１億０００万と大きく減少となっておりま

す。

歳出におきましては、鳥取県中部地震に伴う避難所設置費を初め、災害関連事業費、総合文化

ホール施設改修費、トレーニングセンター耐震改修事業、名勝及び史跡三徳山史跡等買上げ事業

などが主なものとなっております。

次に、町債の状況として、本年度は発行額より償還額が上回り、年度末現債高は前年度よりお

よそ０００万円減額となっております。

次に、経常的収支の状況でございますが、経常的収入額の一般財源と経常的支出額の一般財源

による経常的収支比率は前年度より ２ポイント改善しております。

次に、特別会計について申し上げます。国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、介護保険事

業は、いずれも町民の健康などを守るという社会保障の大切な事業でございます。介護保険事業

において、介護認定率は県内及び中部市町で上位にあり、この改善が必要と捉えております。簡

易水道事業、下水道事業及び集落排水処理事業にあっては、一般会計からの繰入金により収支が

保たれており、一般会計からの支援は欠かせないものと捉えております。温泉配湯事業において

は、収入未済額はなく、財政調整基金への積み増しが行われております。分譲宅地造成事業にお

いては、本年度決算で清算され、この特別会計は廃止されております。

次に、公営企業会計について申し上げます。水道事業会計では、収益、費用とも前年度を上回

り、収支は改善され、当年度純利益を計上する決算となっております。国民宿舎事業会計では、

収益、費用とも前年度を上回り、指定管理者への移行に伴い特別収益がありましたが、当年度純

損失となっております。

次に、財産調書について申し上げます。土地、建物の状況、有価証券及び出資金による権利並

びに各基金の状況について、財産台帳、株券、出資証券、預金通帳など関係書類と照合・確認し、

財産調書に誤りなく記載されていることを確認いたしました。

最後に、平成２８年度決算における財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率につい

て審査結果を申し上げます。健全化判断比率及び資金不足比率はいずれも適正に算定され、その
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算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも誤りなく作成されているものと認めます。各

指標の算定結果につきましては法に定める基準を下回っており、この法律に定める財政の健全化

は保たれていると言えます。

以上で平成２８年度の一般会計及び特別会計並びに公営企業会計の歳入歳出決算についての審

査と、あわせて財政の健全化判断比率及び資金不足比率についての審査結果の報告といたします。

なお、詳細につきましては、別冊の審査意見書をごらんいただきたいと存じます。終わります。

○議長（福田 茂樹君） 続きまして、議案の順序により細部説明を求めます。

議案第５８号について、赤坂財務課長。

○財務課長（赤坂 英樹君） 議案第５８号、平成２９年度三朝町一般会計補正予算（第２号）に

ついて御説明申し上げます。

議案書２９ページをごらんいただきたいと思います。今回の補正額について、既定の予算額に

歳入歳出それぞれ４８７万０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を４９億８３７万００

０円とするものでございます。

３３ページの地方債の補正については、臨時財政対策債の今年度の発行限度額が決定したこと

に伴い、所要の調整を行っております。

歳入歳出補正予算の主な内容を事項別明細書等により御説明させていただきます。

歳出から御説明申し上げます。

３９ページでございます。企画費の台湾台中市交流促進事業につきましては、台中市で今月開

催されます台中市温泉祭に参加するなど、本町と台中市石岡区との交流を促進するための交流活

動を行うこととしております。諸費にあります集落公民館建設等補助金、それから防災諸費の建

築物耐震診断改修費補助金につきましては、要望等に基づく実績見込みにより必要な額をそれぞ

れ増額するものでございます。４０ページ、戸籍住民基本台帳費の社会保障・税番号制度関係事

業費につきましては、マイナンバーカードの記載事項充実に対応するため、必要なシステム改修

を行うものでございます。

次に、民生費でございます。社会福祉総務費の福祉のまちづくり推進事業補助金でございます

が、これは民間の特定建築物のバリアフリー化を支援するもので、実績見込みにより必要な措置

を講じるものでございます。４１ページの児童福祉総務費及び保育所費については、学童保育、

保育所の入所児童の実績見込み等により、それぞれの必要な調整を行うものでございます。

次に、農林水産業費でございます。園芸産地活力増進事業補助金については、ＪＡ鳥取中央の

共同施設であります倉吉選果場において、５キロ未満専用の梨箱の製函・封函ラインの増設を関

－１３－



係自治体と協調して支援することにより、町内梨農家の出荷体制の充実を図るものでございます。

その下の農業農村整備事業については、林道福吉木地山線の災害復旧を行うものでございます。

４２ページのナラ枯れ被害対策費については、ナラ枯れの被害が急速に進行していることから、

駆除本数を追加して実施することにより被害の拡大を防ごうとするものでございます。

次に、商工費でございます。元気な三朝温泉発信事業補助金については、三朝温泉旅館協同組

合が実施する誘客促進、情報発信事業を鳥取県とともに支援することにより、鳥取県中部地震の

風評被害からの回復を確実なものにしていこうとするものでございます。

次に、４３ページ、土木費でございます。町道舗装修繕計画策定事業でございますが、これは

町道の計画的な修繕により町道の長寿命化を図り、修繕費用の縮減と交通の安全の確保を図るた

め、個別施設計画を策定しようとするものでございます。

次に、４４ページと４５ページの災害復旧費では、台風５号で被災した各種施設の応急復旧経

費をそれぞれ計上いたしたものでございます。その下の基金費でございますが、今回、普通交付

税の決定等に伴って生じた一般財源の一部について、公債費償還の後年度負担を考慮しまして、

減債基金に積み立てを行おうとするものでございます。

続いて、歳入について主なものを御説明申し上げます。

戻っていただきまして、３６ページからでございます。地方特例交付金及び普通交付税の今年

度の交付額が決定しましたので、それぞれ所要の調整を行っております。国庫支出金、県支出金

につきましては、歳出で御説明申し上げた各事業の財源となる補助金等について所要の調整を行

っているものでございます。

以上が平成２９年度三朝町一般会計補正予算（第２号）の概要でございます。どうぞよろしく

お願いします。

○議長（福田 茂樹君） 議案第５９号について、新子育て健康課長。

○子育て健康課長（新 寛君） 議案第５９号、平成２９年度三朝町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第１号）について御説明申し上げます。予算書は議案書の４７ページからでござい

ます。

４９ページをお開きください。今回の補正は、歳入歳出それぞれ７７４万０００円を追加

して、総額を９億２２４万０００円とするものでございます。

歳出については、５７ページからでございます。総務管理費では、国保の都道府県化に備えた

システム改修費を増額するものであります。後期高齢者支援金、前期高齢者納付金、介護納付金

については、平成２９年度の負担額が確定したことに伴うものであります。共同事業拠出金は、
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現在までの実績により概算見込み額の増額を補正させていただいております。諸支出については、

平成２８年度の国庫支出金の額が確定したことによる返還金でございます。

歳入については、５４ページにお戻りください。国民健康保険税でございますが、平成２８年

度所得に対する賦課金が決定したことによる補正で、当初見込みより少し増額となっております。

国及び県支出金、各種交付金については、歳出額の確定及び見込みによる変更を配分調整を行い、

前年度繰越金の確定額による額をあわせて補正させていただくものであります。

以上で平成２９年度三朝町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の説明とさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。

○議長（福田 茂樹君） 議案第６０号について、大村福祉課長。

○福祉課長（大村真優美君） 議案第６０号、平成２９年度三朝町介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）について説明させていただきます。

議案書は６１ページをごらんください。今回の補正は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ０

３７万０００円を追加して、予算の総額を１１億８６７万０００円とするものです。

６５ページをごらんください。平成２８年度の事業実績が確定したことにより、歳出の国庫支

出金等精算返納金を増額し、あわせて平成２８年度介護保険事業特別会計を締めたことにより、

歳入の前年度繰越金の増額、歳出の財政調整基金積立金の増額で調整をしています。

以上、平成２９年度三朝町介護保険事業特別会計補正予算について説明させていただきました。

よろしくお願いします。

○議長（福田 茂樹君） 議案第６１号、議案第６２号について、早苗建設水道課長。

○建設水道課長（早苗 睦巳君） 議案第６１号、平成２９年度三朝町簡易水道事業特別会計補正

予算（第１号）について御説明させていただきます。

議案書６９ページをごらんいただきたいと思います。今期補正予算では、既定の予算額に歳入

歳出それぞれ１４９万０００円を追加し、歳入歳出それぞれ７１９万０００円とするもの

でございます。

７４ページをごらんいただきたいと思います。補正の内訳につきましては、昨年度の繰越金の

額が確定したことに伴いまして基金費の増額、それと久原地区の配水管改良工事費の実績見込み

によりまして、所要の額を措置させていただいております。

以上が平成２９年度三朝町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）の概要でございます。よ

ろしくお願いいたします。

次に、議案第６２号、平成２９年度三朝町水道事業会計補正予算（第２号）について御説明を
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申し上げます。

議案書は７７ページからごらんいただきたいと思います。今期補正予算は、第２条、収益的収

入及び支出及び第３条、資本的収入及び支出について補正を行うものでございます。

８４ページの補正予算費目明細書により御説明をさせていただきますのでごらんください。初

めに、資本勘定の支出、建設改良費配水施設改良事業費につきましては、安定した飲料水の供給

を図るために新水源に係ります調査委託料などとして０１０万０００円を補正するものでご

ざいます。このことによりまして、上段の損益勘定の支出、水道事業費用の消費税を７４万０

００円減額するものでございます。

７７ページにお戻りいただきたいと思います。以上の説明によりまして、記載しておりますと

おり、収益的収入及び支出、第２条、第１款水道事業費用を、既決予算額１億１６７万円を７

４万０００円減額して１億０９２万０００円とし、資本的収入及び支出、第３条、第１款

資本的支出を、既決予算額１８３万円を０１０万０００円増額して１９３万０００円

としまして、中段に記載しておりますが、予算第４条中の本文括弧書き書中を、資本的収入額が

資本的支出額に対して不足する額１９３万０００円につきましては、過年度分消費税及び地

方消費税資本的収支調整額１３８万０００円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額１７０万０００円、過年度分損益勘定留保資金６２３万０００円、当年度分損益勘定留

保資金２６０万０００円で補填するというものでございます。

以上が平成２９年度三朝町水道事業会計補正予算（第２号）の概要でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

○議長（福田 茂樹君） しばらく休憩いたします。再開を１１時といたします。

午前１０時５０分休憩

午前１０時５９分再開

○議長（福田 茂樹君） 再開します。

では、次に、議案第６３号について、赤坂財務課長。

○財務課長（赤坂 英樹君） 議案第６３号、平成２８年度三朝町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて、決算説明資料をもとに御説明申し上げます。

各会計の歳入歳出決算額、実質収支等、決算の概況については、決算説明資料の１ページに掲

載しております。一般会計の実質収支等の状況については２ページでございます。

左側の表でございますが、歳入歳出差し引き額から平成２９年度への繰り越し事業の財源とし
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て繰り越すべき財源を除いた実質収支の額は、約４６７万０００円となっております。

次に、右側の表でございますが、この表は決算に伴う主な指標を掲げております。経常的な一

般財源については、交付税の基礎数値である国勢調査人口の減等により普通交付税及び臨時財政

対策債が減となったことから、前年に対して６０５万０００円の減となっております。これ

らにより算出されますのが、財政の弾力性を示す指標として利用されます経常収支比率でござい

ます。今期決算における経常収支比率は８ ３％と、前年度と比べて若干改善をしておりますが、

ほぼ横ばいで、全国の町村平均をやや下回り、標準的な水準であると言えます。

右下の表は、財政の健全化の判断基準となる指標でございます。実質赤字比率は普通会計に属

する一般会計と分譲宅地造成事業会計に生じた赤字額が町の標準的な財政規模に対してどのくら

いになるかという比率で、マイナスの表示は黒字であることをあらわしております。また、連結

実質赤字比率は、公営企業を含む全会計に生じている赤字の大きさを標準財政規模に対する割合

であらわしたもので、同じくマイナスの表示は黒字であることをあらわしております。

次に、実質公債費比率ですが、これは町の借入金の返済額の大きさを財政規模に対する割合で

あらわしたもので、 ０％となっております。町債の残高は増加していくことが予想されますが、

近年は過疎債等、有利な地方債を中心に発行しており、実質公債費比率は低下傾向にあります。

将来負担比率については、町が現在抱えている負債の大きさを財政規模に対する割合であらわ

したもので、マイナスの表示は、抱えている負債より返済に充当可能な基金等が上回っているこ

とをあらわしております。

また、資金不足比率については、下水道等公営企業の資金不足を公営企業の事業規模である料

金収入等の規模と比較して指標化したもので、今年度においては資金不足は発生していない状況

となっております。

次に、３ページの歳入の款ごとの決算額と特定財源、一般財源の区分等について掲載しており

ます。このうち自主財源に区分される歳入の合計は約１４億７００万円で、自主財源比率は２

８％となっております。ふるさと納税の伸びなどにより自主財源が増加したことや、防災行政

無線のデジタル化やスポーツセンターの耐震工事等の大規模事業が完了したことから平成２８年

度においては町債の発行額が減少したため、自主財源比率は大きく上昇しております。

続いて、４ページには目的別の歳出について、款ごとの決算額と財源内訳等、５ページには性

質別の決算額と財源内訳等について掲載しております。この中で、人件費、扶助費及び公債費を

義務的経費と言っておりますが、今期決算における義務的経費の額は約２０億２００万円で、

歳出合計に占める割合は４ １％となっております。
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続きまして、６ページ、積立金現在高の状況をごらんいただきたいと思います。上半分に掲載

しておりますのが一般会計に属する積立金の現在高でございます。ふるさと納税の伸びに伴って、

ふるさと応援基金の現在高が増加したこと等により、積立金の合計額は約２５億７００万円と

なっており、前年度に対し約１億４００万円の増となっております。

次に、７ページ、一般会計の地方債現在高の状況でございます。平成２８年度末の地方債現在

高は約５１億１００万円で、前年度に対して約９００万円の減となっております。また、８

ページには特別会計及び企業会計の地方債現在高を掲載しております。

以上、平成２８年度の一般会計歳入歳出決算の概況につきまして御説明申し上げました。なお、

それぞれの決算の詳細について、９ページ以降に所管課ごとに主な事業の取り組み状況等を整理

しておりますので御確認いただければと思います。よろしくお願いします。

○議長（福田 茂樹君） 議案第６４号、議案６５号について、新子育て健康課長。

○子育て健康課長（新 寛君） 議案第６４号、平成２８年度三朝町国民健康保険事業特別会

計歳入歳出決算の認定について御説明申し上げます。

決算書に基づき説明させていただきます。決算説明資料では２２８ページから掲載しておりま

す。

決算書２ページ、収入済み額は８億９３７万２９４円に対しまして、４ページの支出済み額

８億８７３万２９１円、歳入歳出差し引き残高は６３万００３円でございます。前年度に

比べまして、歳入は約４００万、歳出は約９００万の減額となっております。

歳入の内訳につきましては、６ページから記載をしております。国民健康保険税は１億２１

６万４６９円でした。８ページの国庫補助金の特別対策費補助金は、国保の都道府県化への準

備業務としてのシステム改修に係る補助金でございます。前期高齢者交付金は、６５歳から７４

歳の年齢構成の制度間の不均衡による医療費の格差を調整するものでございます。共同事業交付

金は、高額な医療費を県単位で調整し、国保財源の安定化を図るものでございます。なお、財政

調整基金から１００万円を繰り入れております。

歳出につきましては、１４ページ、保険給付費は５億３８２万３８８円で、前年度より約

８００万円減少しております。１６ページの葬祭費は、１件２万円を１１人の方に支給してお

ります。１８ページの共同事業拠出金のうち１件８０万円以上の高額医療費拠出金は前年度より

増額となっております。２０ページの保健事業費では、特定健康診査費等の事業や人間ドック、

講演会などの事業を実施したものについてでございます。

以上が平成２８年度国民健康保険事業特別会計の決算の説明でございます。どうぞよろしくお
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願いいたします。

続いて、議案第６５号、平成２８年度三朝町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定

についての御説明を申し上げます。

この事業は、７５歳以上の高齢者などの医療制度の保険料を収納し、一般会計からの繰入金を

あわせまして後期高齢者医療広域連合に納付する会計でございます。

決算書に基づき説明させていただきます。決算説明資料では２３４ページでございます。

決算書２ページ、歳入済み額４１６万７９１円に対しまして、４ページ、支出済み額２

９１万３９１円、歳入歳出差し引き残額は１２５万４００円です。前年度に比べまして、歳

入歳出それぞれ増額となっております。

決算書の６ページ、歳入のうち後期高齢者医療保険料の収入済み額は９０３万２００円、

繰入金は低所得者保険料軽減相当額について、一般会計からの繰入金でございます。

歳出は８ページですが、そのほとんどを占める後期高齢者医療広域連合納付金を１７７万

２７０円支出しております。

以上で平成２８年度三朝町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の説明とさせていただき

ます。

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（福田 茂樹君） 議案第６６号について、大村福祉課長。

○福祉課長（大村真優美君） 議案第６６号、平成２８年度三朝町介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、決算書により説明させていただきます。決算書は１から４ページです。

平成２８年度の収入済み額は１０億５４７万０９２円、支出済み額は９億５７９万３

７０円で、歳入歳出差し引き残額は９６７万７２２円です。

歳入の明細は５ページをごらんください。第１号被保険者の介護保険料収入済み額は１億０

０１万１０３円、徴収率は現年度分で９ ７７％でした。このほかに国庫支出金、支払い基金

交付金、県支出金、一般会計からの繰入金など、それぞれ負担割合によって収入をしています。

次に、歳出の明細は１３ページからです。一番下の欄、保険給付費として８億８６３万４

５９円を支出しています。前年度に比べて３００万円程度の減額となっています。１７ページ

をごらんください。下から３行目の介護保険財政調整基金積立金１３８万円は、介護保険特別

会計の年度間の財源の調整により、健全な運営を図るために積み立てるものです。

決算の詳細については、決算説明資料の２３５ページから記載していますので、御確認いただ

ければと思います。
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以上、平成２８年度三朝町介護保険事業特別会計歳入歳出決算について説明させていただきま

した。よろしくお願いします。

○議長（福田 茂樹君） 議案第６７号から議案第７０号について、早苗建設水道課長。

○建設水道課長（早苗 睦巳君） 議案第６７号、平成２８年度三朝町簡易水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について御説明させていただきます。決算書により説明させていただきます。

決算書２ページでございます。歳入の合計は７６５万８７４円でございます。

４ページを見ていただければと思います。歳出の合計が６８１万９０２円を支出しており

まして、歳入歳出差し引き８４万９７２円の残額となっております。

５ページからが歳入の明細でございます。主なものといたしましては、給水使用料及び繰入金、

町債でございます。

９ページからが歳出の明細でございます。簡易水道管理費のうち一般経費につきましては、町

内の簡易水道施設等の３６施設の維持管理を行っております。また、施設の改良といたしまして

は、井土地区の簡易水道配水管布設がえ並びに簡易水道施設の異常通報装置の設置等、そして昨

年発生いたしました中部地震に伴う応急工事を行っております。

以上が平成２８年度三朝町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の状況でございます。決算説明

資料は２４１ページ以降に掲載しておりますので御確認いただきたいと思います。

続きまして、議案第６８号、平成２８年度三朝町温泉配湯事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて御説明させていただきます。決算書で説明させていただきます。

決算書は２ページでございます。歳入の合計額といたしまして８７７万３１４円でござい

ます。

４ページでございます。歳出の合計が７０５万３９４円を支出しておりまして、歳入歳出

差し引き１７２万９２０円の残額となっております。

５ページからが歳入の明細でございます。歳入の主なものといたしましては配湯使用料でござ

います。

７ページからが歳出の明細でございます。歳出の主なものといたしましては、温泉配湯施設の

維持管理及び昨年発生いたしました中部地震に伴います応急工事を行っております。また、今後

の施設の改修等の財源といたしまして、基金の積み立てを行っております。

以上が平成２８年度三朝町温泉配湯事業特別会計歳入歳出決算の状況でございます。決算説明

資料は２４４ページ以降に記載しておりますので御確認ください。

続きまして、議案第６９号、平成２８年度三朝町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ
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いて御説明させていただきます。決算書で説明させていただきます。

決算書２ページでございます。歳入の合計額といたしまして、３億２０５万７０７円でご

ざいます。

４ページでございますが、歳出の合計が３億８４８万１０７円を支出しておりまして、歳

入歳出差し引き３５６万６００円の残額となっております。

５ページからが歳入の主なものでございますが、下水道使用料及び国庫補助事業実施に伴いま

す補助金、一般会計からの繰入金と町債が主なものでございます。

９ページからが歳出の明細でございます。施設管理費につきましては流域下水道維持管理負担

金及び施設の修繕等維持管理費として支出をしております。建設改良費でございますが、天神川

流域下水道事業改良に伴います経費を支出したことと、また、山田真空ポンプ場ほかの機械電気

設備の長寿命化工事を行っております。

以上が平成２８年度三朝町下水道事業特別会計歳入歳出決算の説明でございます。決算説明資

料でいきますと２４６ページ以降に記載しておりますので御確認ください。

続きまして、議案第７０号、平成２８年度三朝町集落排水処理事業特別会計歳入歳出決算の認

定についてでございます。決算書で御説明させていただきます。

決算書２ページでございます。歳入の合計額といたしまして、１億１１９万３０７円でご

ざいます。

４ページに、歳出の合計額でございますが、１億１１８万６３３円を支出しておりまして、

歳入歳出差し引き６７４円の残額となっております。

５ページが歳入の主なものでございます。歳入の内訳といたしましては、施設使用料及び一般

会計繰入金、町債というものが主なものでございます。

９ページからが歳出の主なものでございます。集落排水処理施設等の維持管理経費及び旭南地

区集落排水処理場の機能強化対策、それと過年度事業の起債の償還金を支出しております。

以上が平成２８年度三朝町集落排水処理事業特別会計歳入歳出決算の状況でございます。決算

説明資料でいきますと２５１ページに記載しておりますので御確認いただければと思います。

○議長（福田 茂樹君） 議案第７１号について、山中町民税務課長。

○町民税務課長（山中 恵子君） 議案第７１号、平成２８年度三朝町分譲宅地造成事業特別会計

歳入歳出決算の認定について説明させていただきます。

この会計は、町営山田墓地の貸し付けに関する会計でございます。決算書により説明させてい

ただきます。
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歳入につきましては、５ページ、６ページをごらんください。平成２８年度の収入済み額は、

墓地の貸し付け収入４区画分の１５６万０００円のほか、本特別会計廃止に伴う措置として、

一般会計から３１６万４５４円繰り入れしております。

歳出につきましては７ページ、８ページで、支出済み額は前年度繰り上げ充用金４７３万４５

４円でございます。平成１６年度に造成した５８区画のうち、平成２８年度末現在４９区画を貸

し付けしており、残りは９区画でございます。引き続き貸し付け区画の増加に努めてまいりたい

と思っております。

なお、本特別会計につきましては、平成２９年度から一般会計に統合し、平成２８年度決算が

認定された後に廃止することとしております。

以上、平成２８年度三朝町分譲宅地造成事業特別会計歳入歳出決算について説明させていただ

きました。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（福田 茂樹君） 議案第７２号について、赤坂財務課長。

○財務課長（赤坂 英樹君） 議案第７２号、平成２８年度三朝町財産区特別会計歳入歳出決算の

認定について御説明申し上げます。

決算説明資料の１ページをごらんいただければと思います。１ページの特別会計の下のほうに

財産区会計として、それぞれの財産区勘定ごとの決算概況を掲載しております。各財産区とも、

各管理会を中心に基本的な管理経費を執行しているほか、基本財産の処分により土地使用収益権

者交付金として関係集落に交付されております。

また、各財産区の積立基金の状況につきましては、説明資料の６ページの下のほうにそれぞれ

掲載しておりますので御確認いただければと思います。

以上、簡単ではございますが、財産区特別会計決算の概況について御説明申し上げました。ど

うぞよろしくお願いします。

○議長（福田 茂樹君） 議案第７３号について、早苗建設水道課長。

○建設水道課長（早苗 睦巳君） 議案第７３号、平成２８年度三朝町水道事業会計の決算の認定

につきまして御説明させていただきます。決算書で説明させていただきます。

１２ページをごらんいただきたいと思います。決算報告につきましては、平成２８年度水道事

業の総括でございます。給水量につきましては、平成２２年度以降連続して使用水量が減少して

おりまして、給水量、料金収入とも前年を下回り、料金収入においては前年対比 ５％、１５２

万０００円の減額となりましたが、受託工事費収益及び退職給付金引当金戻入益などの増によ

りまして、全体の事業収益は前年に比べまして２６５万０００円多い１億１６８万円となっ
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ております。

事業費用につきましては、受託工事費、減価償却費及び修繕料が増となりましたが、動力費及

び人件費などの減少したことから、事業費全体では前年より５５万０００円少ない１億３２８

万円となり、当年度純利益が８４０万円となっております。

資本勘定におきましては、建設改良費といたしまして、片柴地区の配水管布設がえ工事、粟谷

ポンプ場計装盤取りかえ工事、大瀬取水ポンプ取りかえ、三朝町上水道水源の検討業務など、合

計で０５９万０００円を執行しております。

決算書の３ページでございます。水道事業損益決算書に記載しておりますとおり、平成２８年

度は６５７万５５６円の経常利益となっております。

決算書２ページの下段に記載しております資本的収入支出差し引き額は００６万８２５円

の不足となっておりますが、当年度分の損益勘定留保資金００６万８２５円をもって補填を

しております。

今後も安定的な給水の供給のために、計画的な施設の改修や耐震化、さらには新たな水源確保

を行うとともに有収率の向上や経費の削減を行いながら健全経営に努めてまいりたいと考えてお

ります。決算説明資料でいきますと２５６ページ以降に記載しておりますので御確認ください。

以上が平成２８年度三朝町水道事業会計決算についての御説明でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。

○議長（福田 茂樹君） 議案第７４号について、赤坂財務課長。

○財務課長（赤坂 英樹君） 議案第７４号、平成２８年度三朝町国民宿舎事業会計歳入歳出決算

の認定について御説明申し上げます。決算説明資料のほうで御説明をさせていただけたらと思い

ます。

２６０ページから２６２ページまでをごらんいただきたいと思います。平成２８年度の上半期

におきましては、スポーツセンターの改修が完了したこと等によりまして合宿利用等が回復をい

たしまして、比較的順調に推移しておりましたが、鳥取県中部地震による風評被害や被害箇所の

修繕費用の増により下半期の落ち込みが激しく、年間収支に大きく影響を与えました。また、指

定管理者制度を平成２９年度から導入することに伴いまして職員が一斉退職となったことから退

職手当組合への特別負担金が発生し、平成２８年度の経常損失額は５３９万０００円となり

ました。なお、指定管理者制度への移行によりまして退職給付引当金約１８５万０００円を

全額戻入したことから、純損失としましては３６６万０００円となっております。今後は、

指定管理者制度による経営改善を行いながら、これまでの債務整理を行っていくこととしており

－２３－



ます。

以上、簡単ではございますが、国民宿舎事業会計決算の概況について御説明申し上げました。

どうぞよろしくお願いします。

○議長（福田 茂樹君） 議案第７５号について、青木総務課長。

○総務課長（青木 大雄君） 議案第７５号、三朝町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関す

る条例の一部改正につきまして説明をさせていただきます。

議案書は１０９ページでございます。今回の改正では、指定管理者の候補者の選定の特例、す

なわち指定期間が満了した後も公募を行わず、同一の指定管理者を引き続き選定する場合の基準

等を明確にするため、条例において所要の改正を行おうとするものでございます。

指定管理者制度では、指定期間が満了いたしますと、改めて公募を行うことが原則であります

が、指定管理者として培われた専門性の向上でありますとか、長年事業を継続することによって

得られた安定性、また、それらによってもたらされます利用者サービスの向上など、長く指定管

理を続けることによりまして事業効果が期待できる場合も発生しております。こうした場合にお

きまして、事業活動の適正な評価・分析等を行いまして、長く指定管理を受けることにより事業

効果が期待できると判断された場合につきまして、同一の指定管理者を引き続き選定することを

可とするものでございます。質の高いサービスを継続して提供できる体制につなげていこうとす

るものであります。

以上が議案第７５号、三朝町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正に

ついての説明であります。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（福田 茂樹君） 議案第７６号について、大村福祉課長。

○福祉課長（大村真優美君） 議案第７６号、三朝町介護保険条例の一部改正について説明させて

いただきます。議案書は１１１ページです。

今回の改正は、介護保険法の一部改正を受けて行うものです。内容としましては、被保険者の

資格、保険給付、保険料などに関して必要な場合に文書の提出命令等に従わず、質問に対して虚

偽の答弁をした場合等の過料の規定について、対象者が被保険者と第１号被保険者の配偶者や世

帯員等であったものを、第２号被保険者の配偶者や世帯員も対象とするものです。施行は公布の

日からとします。

以上、三朝町介護保険条例の一部改正について説明させていただきました。よろしくお願いし

ます。

○議長（福田 茂樹君） 議案第７７号について、椎名企画観光課長。
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○企画観光課長（椎名 克秀君） 議案第７７号、三朝町過疎地域自立促進計画の一部変更につい

て御説明申し上げます。

議案書は１１３ページからでございます。本計画は、平成２８年度から３２年度までの計画期

間におきまして、過疎債を財源とした事業を実施しようとするための計画を定めたものでござい

ます。今回、本計画の一部を変更します項目は、教育の振興につきまして、給食施設の計画的な

整備・更新を図ることについて追加するものでございます。

なお、議案説明資料のほうでも、その部分につきまして赤字で表記しておりますのでごらんい

ただきたいと思います。

今後、事業実施年度の予算に基づきまして施策を講じ、町政の振興を図るものでございますの

で、どうぞよろしくお願いします。以上でございます。

○議長（福田 茂樹君） 議案第７８号について、早苗建設水道課長。

○建設水道課長（早苗 睦巳君） 議案第７８号、損害賠償に係る和解について御説明させていた

だきます。

昨年度の除雪作業中におきまして、道路外に集積した雪によりまして建築物に損害を与えたも

のについて、原状復旧する和解が成立したものでございます。今後は除雪作業には十分注意をし

て作業を進めたいというふうに考えております。

以上、損害賠償に係る和解についての御説明でございます。以上、よろしくお願いいたします。

・ ・

○議長（福田 茂樹君） 以上で本日の日程は終了しました。

あすの本会議は１０時から一般質問を行います。

本日はこれにて散会いたします。御苦労さんでした。

午前１１時３６分散会
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